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建ぺい率・容積率などの建物の形態制限の内容

高度地区による建物の形態制限の内容

お問い合わせ先

加古川市都市計画部都市計画課 〒６７５－８５０１　加古川市加古川町北在家２０００番地　℡０７９（４２７）９２６８

加古川市における建物の形態制限は次のとおりです。

加古川市の高度地区による建物の形態制限の内容は次のとおりです。

第１-１種高度地区 第２種高度地区

第2-1種高度地区

第１種高度地区

第３種高度地区 第４種高度地区

名称

名称

制限内容

制限内容

高 度  地 区
に対応する
用 途  地 域

高

度

地

区

第１種中高層住居専用地域のうち
15ｍの制限を指定する地域

第１種中高層住居専用地域のうち
高さの最高限度がない地域及び
第２種中高層住居専用地域

第１種住居地域・第２種住居地域
及び準住居地域

第１種低層住居専用地域及び道路
沿道の第２種低層住居専用地域

第２種低層住居専用地域のうち
150/60の地域

第１種中高層住居専用地域のうち
12ｍの制限を指定する地域
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敷地北側境界 敷地北側境界
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敷地北側境界
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高 度  地 区
に対応する
用 途  地 域

※２

※２　一低専・二低専の区域は、隣地斜線による制限はかかりません。
※１　建ぺい率５０％、容積率１００％の区域において指定します。


